
《問い合わせ先》

東京司法書⼠会 総合相談センター事務局
０３－３３５３－９２０５ 平⽇ 午前９時〜午後５時（正午〜午後１時を除く）
※上記相談会以外にも常設相談会を開催しております。
当会ホームページをご参照下さい。http://www.shihoshoshi-soudancenter.jp/

養育費の金額で
折り合わない

養育費について

裁判所での手続き

をしたい

離婚の協議中で、
養育費の取り決めを

したい

養育費の取り決めを
していなかったけど
今からできるの？

養育費が滞っていて
困ってます

離婚したいけど、
子どもの生活費が

心配

日時：平成２８年２月６日（土）

０１２０-００５-６５１

午前１０時～午後４時まで


